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［事案 2021-261］新契約無効請求  

・令和 4年 10 月 16 日 和解成立 
※本事案の申立人は、［事案 2021-262］の申立人と同一人である。 

＜事案の概要＞ 

募集人の説明不足を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 29 年 10 月に募集代理店を通じて契約した変額保険 2 件について、以下の理由により、

契約を無効として、既払込保険料を返還してほしい。 

(1)募集人に対し、「自分の死亡時に死亡保険金を子供に遺せるような保険」として、契約者・

被保険者を自分、死亡保険金受取人を二女とする保険に加入したいと伝えていたが、募集

人は、被保険者を二女、死亡保険金受取人を自分とする保険に加入させた。 

(2)二女に説明を行うことなく被保険者欄に署名させた。 

(3)受け取った設計書の作成日は申込日より後で、申込日に設計書による説明を受けていない。 

(4)申込書控に空欄箇所（保険期間・払込期間、基本保険金額、合計保険料額）があり、正式

な書類とは認められない。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)被保険者を申立人二女、死亡保険金受取人を申立人としたことは、申立人自身の判断であ

る。 

(2)募集人は、申立人二女が被保険者になることを説明し、申立人二女は納得して被保険者欄

に署名している。 

(3)募集人は、パンフレット、契約締結前交付書面等を用いて説明している。 

(4)申込書控に空欄が存在することは事実であるが、保険証券等により契約内容は確認可能で

あり、契約の効力に影響はない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、申込みに至るまでの経緯等

を確認するため、申立人、申立人長女および申立人二女、ならびに募集人に対して事情聴取を

行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、募集人の説明不足は認められないものの、以下のとおり、本件は和解によ

り解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したと

ころ、同意が得られたので、手続を終了した。 

(1)募集人は、本契約の設計書を用意せず、平成 29年 1 月に契約者・被保険者を二女として契

約した同種の保険の設計書を用いて本契約の説明をしたが、保険の種類が同じであったと

しても、他人のために作成された設計書を用いることは著しく不適切であった。また、本

件では、契約形態をどのようにするかが検討事項であり、誤解の恐れが無いように、本契

約を想定した設計書の事前準備や後日の申込み等の配慮が必要であった。 

(2)募集人は、申込書の控えを申立人に交付しているが、基本保険金額欄などの記載がなされ
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ておらず、控えとしての役割を果たしているとは言えない。 

(3)意向確認書は、当初意向確認日が正確でなく、また、「万一のことがあった場合の保障の準

備」と「将来に向けた資金準備」に丸印が付けられているが、保険会社の主張する申立人

の意向は、「万一のことがあった場合の保障の準備」ではなく、正確性を欠く。募集人は、

特記事項欄を利用するなどして、申立人の意向（子供のための積立）を正確に残すことが

望ましかった。 

 

 


